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見附市教育委員会規則第６号 

見附市教育支援センター設置規則の一部を改正する規則 

見附市教育支援センター設置規則（平成５年見附市教育委員会規則第６号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第１項の表中「見附市教育支援センター（すこやかルーム）」を「すこ

やかルーム」に改め、同表に次のように加える。 

ふるさと教育支援センター 見附市ふるさとセンター条例（平成２４

年見附市条例第２０号）に規定するふる

さとセンターのうち、公民館と併設する

ふるさとセンター内 

フリーラボみつけ 見附市子どもの居場所条例（令和５年見

附市条例第１７号）に規定する見附市子

どもの居場所内 

 第２条第２項を削る。 

 第４条第２項中「指導員」を「支援員」に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の見附市教育支援センター設置規則

の規定は、令和６年１１月１日から適用する。 


